第２号様式（第８条関係）
　年　　月　　日
世田谷区擁壁改修等補助金交付申請書
世田谷区長　あて
申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　
世田谷区擁壁改修等補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
１　交付申請額
金　　　　　　　　　　　　　　　円
２　交付申請額の算出根拠
	ア　補助対象経費の合計額
	円

	イ　補助対象経費の合計額の３分の１
	円

	ウ　補助対象経費の上限額
	３，０００，０００円

	エ　上記イ、ウのいずれか小さい額
	円

	オ　交付申請額
（エの額の１，０００円未満切捨て）
	円


３　補助事業の事前相談協議日
年　　月　　日

４　補助事業の着手予定年月日
　　年　　月　　日
５　補助事業の完了予定年月日（完了報告予定日）
　　年　　月　　日
※１　２ア「補助対象経費の合計額」は、補助対象擁壁等の改修等に要する経費（擁壁等の改修等に併せて、リフォームなどのほかの工事を行う場合は、擁壁等の改修等に要する経費のみが補助対象経費です。）で工事施工者に支払う予定の額です。
※２　補助金に消費税仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請してください。
※３　世田谷区では、世田谷区暴力団排除活動推進条例に基づき、暴力団排除活動を推進し、区民等の安全で平穏な生活の確保等に努めております。そのため、暴力団員による不当な行為を防止したり、不当な影響を排除したりするために必要な場合には、補助金の交付決定をしないこと又は交付決定の取消し、また、関係機関からの意見聴取を行うことがあります。
６　補助対象擁壁の概要
	所　在　地
	【地名地番】世田谷区

【住居表示】世田谷区

	構造・規模
	【構造】擁壁　　　　　造 ／ 自然がけ　

	
	【高さ】　　　　　ｍ

	
	【延長】　　　　　ｍ

	施　工　者
	【業者名】

【担当者名】

【建設業の許可】（　　　　　　　　　）第　　　　　　　号

【所在地】

【電話番号】


７　添付資料
（１）補助対象擁壁等が存する土地（以下「当該土地」という。）の登記事項証明書（３月以内に交付されたものに限る。）その他の補助対象擁壁等の所有者を確認することができる書類
（２）補助対象擁壁等の所有者について、区市町村民税の滞納がないことを証する書類（３月以内に交付されたものに限る。）
（３）補助対象擁壁等が区分所有される場合にあっては、世田谷区擁壁改修等補助金交付要綱第４条第１項第２号の規定による区分所有者の集会における補助事業を行う旨の決議書及び管理組合規約
（４）補助対象擁壁等の付近見取図、配置図、立面図、断面図、構造図等及び外観写真
（５）建築基準法による工作物の建築確認の確認済証の写し、都市計画法による開発許可の写し、又は宅地造成及び特定盛土等規制法による許可証の写し
（６）補助対象擁壁等の改修等工事に要する経費の見積書（補助対象擁壁に係る改修工事以外の工事を併せて行う場合にあっては、これらの経費の内訳が分かる見積書）
（７）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
